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享
保
十
一
年
（
１
７
２
６
）
に
起
こ
っ
た｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

に
関
連
し
て

須
佐
部
会
か
ら
史
料
が
届
き
ま
し
た
の
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。二
種
類
あ

り
ま
す
。

第
一
の
史
料
は
仮
に｢

外
国
船
漂
着
沙
汰
書｣

と
し
ま
し
ょ
う
。先
ず
注
目
が
」

必
要
な
の
は
そ
の
日
付
で
す
。
沙
汰
書
本
体
は
貞
享
四
年
（
１
６
８
７
）
八

月
十
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
付
属
の
覚
書
は
貞
享
五
年
七
月
廿
一
日
付
で

す
。

須
佐
で｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

が
起
こ
っ
た
の
は
こ
の
文
書
の
日
付
か
ら
３
８

〜
９
年
後
の
事
で
す
。貞
享
五
年
と
い
う
年
は
九
月
に
改
元
さ
れ
元
禄
元
年

と
な
り
ま
し
た
。

何
故
こ
の
時
期
に
こ
の
様
な
沙
汰
書
が
出
さ
れ
た
の
か
。文
末
の
年
表
を
見

る
と
時
代
の
背
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
ま
す
。こ
の
表
に
は
江
戸
幕
府
開

府
か
ら
須
佐
で｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

が
起
こ
っ
た
享
保
年
中
辺
り
ま
で
の
幕

府
の
対
外
貿
易
政
策
を
ま
と
め
て
置
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
幕
府
の

鎖
国
政
策
は
元
和
年
中
か
ら
徐
々
に
強
化
さ
れ
、
寛
永
八
年
（
１
６
４
１
）

に
オ
ラ
ン
ダ
人
を
出
島
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
ま
し
た
。元
禄
元
年

（
１
６
８
８
）
に
は
清
国
船
の
入
港
数
が
70
に
制
限
さ
れ
、
正
徳
四
年
（
１

７
１
４
）
に
は
密
貿
易
厳
禁
令
、
そ
し
て
享
保
三
年
（
１
７
１
８
）
に
は
外

国
船
と
の
密
貿
易
が
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

幕
府
の
鎖
国
令
、
密
貿
易
禁
止
令
が
強
化
さ
れ
て
も
、
密
貿
易
船
は
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
各
藩
で
は
取
締
ま
り
の
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。取
り
締
ま
り
の
基
本
方
針
は
唐
船
が
接
岸
し
た
り
上
陸
す
る
こ
と

は
許
さ
な
い
が
無
理
に
武
力
撃
退
す
る
の
で
は
な
く
、な
る
べ
く
穏
便
に
追

い
払
う
事
で
し
た
。
し
か
し
、
相
手
が
外
国
人
の
た
め
、
意
志
疎
通
が
難
し

く
、
こ
の
文
書
に
示
さ
れ
て
い
る
様
な
雛
型
を
使
っ
て
筆
談
で
取
調
べ
、
応

接
の
結
果
を
ひ
な
形
の
要
領
で
注
進
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
ま
す
。。
須
佐

で
起
こ
っ
た｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

の
時
、益
田
家
も
や
は
り
唐
船
と
筆
談
を

や
り
品
川
友
哲
に
見
せ
て
中
身
の
翻
訳
を
さ
せ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
の
文
書
は
表
紙
に｢

唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の
御
注
進
　
并
　
江
戸
・

長
崎
へ
被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条
御
届
書
相
成
候
写｣

と
書
か
れ
て
い
ま

す
。中
身
は
享
保
十
一
年
の｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

の
顛
末
を
萩
藩
が
幕
府
へ

報
告
す
る
に
当
っ
て
作
ら
れ
た
想
定
問
答
集
で
、
江
戸
・
長
崎
へ
派
遣
さ
れ

て
い
た
家
中
の
者
が
幕
府
側
の
質
問
事
項
を
調
査
し
た
結
果
と
、そ
れ
に
対

す
る
萩
藩
側
の
回
答
・
報
告
案
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。｢

唐
船
打
潰
し
事
件｣

で
実
際
に
須
佐
で
起
き
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、こ
の
文
書
は
享

保
十
一
年
の
事
件
の
後
で
書
か
れ
た
事
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。ま
ず
は
地

元
の
益
田
家
か
ら
萩
藩
に
報
告
さ
せ
、然
る
上
で
萩
藩
か
ら
幕
府
に
報
告
し

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
只
、
残
念
な
こ
と
に
文
書
は
全
文
で
は
な
く

途
中
で
切
れ
て
い
ま
す
の
で
、
日
付
も
誰
が
筆
者
な
な
の
か
も
判
り
ま
せ

ん
。

密
輸
禁
止
令
の
下
で
行
わ
れ
た
実
務
の
一
端
を
窺
う
事
が
出
来
る
貴
重
な
史

料
で
す
。

（
栗
山
記
）

　
◇
　
序
文
　
◇
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　　年 　西暦 　　　　　徳川幕府の主な対外政策

　慶長 9 　1604  長崎に訳官を置く。江戸幕府の内外貿易船に朱印状を出す。

　　 14   1609 朝鮮と己酉条約（宗氏貿易を管理）。琉球を島津氏に隷属せしめる。ｵﾗﾝﾀﾞ
の平戸貿易始まる。前ﾌｨﾘﾋﾟﾝ総督漂着。

　 15   1610 広東の商人来航。京都の商人をﾉﾋﾞｽﾊﾟﾝ（ﾒｷｼｺ）に派遣。
18   1613 ｲｷﾞﾘｽの平戸貿易始まる。

 慶長18～ 伊達氏の臣、支倉常長渡欧。
    元和4
　元和 2   1616 欧船の来航を平戸、長崎に制限。

 9   1623 ｲｷﾞﾘｽ平戸の商館閉鎖。
　寛永元 　1624 ｲｽﾊﾟﾆﾔの来航を禁ず。

 7   1630 松倉重政、ﾙｿﾝ遠征計画。山田長政ｼｬﾑで毒殺さる。
 8   1631 奉書船制度創設。

　 10   1633 奉書船以外の海外渡航を禁じ、海外渡航者の帰国を制限。
12   1635 全ての日本船渡航禁止。帰国者は死刑。唐船も長崎に限る。
13   1636 出島を築きﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人を置く

  14～ 15  1637-8 島原の乱
16   1639 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人の来航を禁止。
18   1641 ｵﾗﾝﾀﾞ人を長崎の出島へ移す（鎖国が完成）。

　明暦元   1655 ｵﾗﾝﾀﾞ人の糸割符制を廃し、相対貿易とする。
　万治2   1659 長崎町人に貿易用鋳銭を許す。
　寛文元   1661 鄭成功、台湾占領。

 8   1668 銀貨輸出をやめ、金貨に代える。
12   1672 長崎会所を置く。

　延宝元   1673 ｲｷﾞﾘｽの通商要求を拒否。
 6   1678 釜山浦の倭館を草梁へ移す。

　元禄元   1688 清国船の入港数を70に制限。
 2   1689 唐人屋敷を長崎に造る。
 3   1690 ﾄﾞｲﾂ人ｹﾝﾌﾞｴﾙ来朝／この頃、南洋日本町の邦人消滅。
 6   1693 朝鮮と竹島問題起こる。
13   1700 外国船の入港数を唐船8、ｵﾗﾝﾀﾞ船 5と定む。

　宝永2   1705 土屋政直、朝鮮外交を掌る。
　  5   1708 ｲﾀﾘﾔ宣教師ｼﾄﾞｯﾁ来朝。
　正徳元   1711 新井白石、朝鮮使の待遇を改む。

 2   1712 朝鮮信使来聘に関する紛議。
 4   1714 密貿易を厳禁。ｼﾄﾞｯﾁ獄死。
 5   1715 海舶互市新令（長崎貿易制限新令、金銀の海外流出制限のため）

　享保3   1718 外国船と密貿易を禁ず。
 5   1720 下田奉行所を相模浦賀へ移す。／洋書輸入の禁を緩和。

　元文4 　1739 再び貿易制限令（清船の員数を減ず）、ﾛｼｱ船、安房沖に来る。よって沿岸
諸藩に厳戒を命ず。

　寛保2　　　1742 銅の輸出額を制限。

     〈出典〉標準日本史年表　吉川弘文館刊　児玉幸多編
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　◇
　
凡
例
　
◇

一
、〈
原
則
〉

〈
原
則
〉

〈
原
則
〉

〈
原
則
〉

〈
原
則
〉
全
体
を
通
し
て
、
可
能
な
限
り
古
文
書
原
本
に
忠
実
に
読
解
文
を

表
記
す
る
。

◇
原
文
が
旧
漢
字
の
時
は
、
活
字
が
あ
る
限
り
旧
漢
字
で
表
記
す
る
。
活
字
が
無
い
と
き
に
限
り

　
常
用
漢
字
を
使
用
す
る
。

◇
異
体
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
る
。
　〈
例
〉
＝
　
　（
等
）、　 

（
事
）、　
　（
迄
）

◇
変
体
仮
名
は
原
文
通
り
と
す
る
。
　〈
例
〉
＝
者
（
は
）、
幾
（
き
）、
茂
（
も
）、
与
（
と
）、

          

尓
（
に
）、
江
（
え
）、
之
（
の
）、
而
（
て
）、
連
（
れ
）　
な
ど
。

◇
助
詞
も
原
文
通
り
表
記
す
る

　
　
　
　
　
ヨ
リ
、
よ
り
、
ニ
テ
、
ニ
而
（
ニ
て
）、　
　
　
ニ
て
、
候
得
共
（
候
え
共
）、 

ニ
付

◇
活
字
が
無
い
合
字
・
省
字
に
は
常
用
漢
字
を
用
い
る
。

　
　
　
　
　〈
例
〉　
　
　
よ
り
、
ト
モ
、
ト
キ
、
と
し
て
（
〆
）、
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
但
し
、
活
字
が
あ
る
も
の
は
原
文
の
通
り
。〈
例
〉
廿
、
杢
、
な
ど

◇
繰
り
返
し
の
表
記
　〈
漢
字
〉
〃
↓
々
、〈
仮
名
〉
ゝ
　〈
二
字
以
上
〉
／
＼
　

　    

　
　
　

一
、 

文
字
の
大
き
さ

文
字
の
大
き
さ

文
字
の
大
き
さ

文
字
の
大
き
さ

文
字
の
大
き
さ

　
　 

◇
助
詞
等
に
右
寄
せ
の
小
文
字
表
記
は
適
用
し
な
い
。
全
文
を
同
じ
大
き
さ
の
活
字
で
表

　

　
記
す
る
。

◇
返
り
点
は
使
用
し
な
い
。
代
わ
り
に
難
読
個
所
に
は
ヨ
ミ
の
ル
ビ
を
打
つ
。

以
上
は
Ｈ
Ｐ
にhtml

表
記
す
る
場
合
、
縦
書
き
を
横
書
表
記
に
変
更
す
る
場
合
な
ど
に

生
じ
る
諸
問
題
を
回
避
す
る
為
で
あ
る
。

一
、
誤
字
、

誤
字
、

誤
字
、

誤
字
、

誤
字
、
誤
記
、

誤
記
、

誤
記
、

誤
記
、

誤
記
、
衍
字
、

衍
字
、

衍
字
、

衍
字
、

衍
字
、
あ
て
字
な
ど

あ
て
字
な
ど

あ
て
字
な
ど

あ
て
字
な
ど

あ
て
字
な
ど

◇
右
傍
に
正
字
を
ル
ビ
で
示
し
〈
ｘ
カ
〉
と
す
る
。
但
し
、
明
ら
か
な
誤
字
は
正
字
と
置
き
換
え

　
る
。

 

◇
意
味
不
明
の
場
合
は
（
マ
マ
）
を
付
す
。

 

◇
あ
て
字 

に
は
正
字
で
ル
ビ
を
打
つ
。

 

◇
重
複
（
衍
字
）
の
場
合
は
（
衍
カ
）
と
注
記
す
る
。

一
、
欠
字
、

欠
字
、

欠
字
、

欠
字
、

欠
字
、
虫
損
、

虫
損
、

虫
損
、

虫
損
、

虫
損
、
そ
の
他
判
読
不
能
箇
所

そ
の
他
判
読
不
能
箇
所

そ
の
他
判
読
不
能
箇
所

そ
の
他
判
読
不
能
箇
所

そ
の
他
判
読
不
能
箇
所

◇
欠
字
は
□
で
表
す
。
字
数
が
確
認
出
来
る
と
き
は
□
□
で
文
字
数
だ
け
□
で
埋
め
る
。
字
数
が

　
判
ら
な
い
と
き
は
　
　
　
で
示
す
。
推
読
可
能
な
欠
字
は
□
に
推
読
文
字
の
ル
ビ
を
打
ち
〈
ｘ

　
カ
〉
と
表
記
す
る
。

◇
判
読
不
能
個
所
は
　
な
い
し
　
　
　
で
示
す
。
　

◇
虫
損
破
壊
で
判
読
で
き
な
い
箇
所
も
同
様
と
し
虫
損
と
す
る
。 

　

◇
推
読
個
所
は
同
じ
く
　
　
　
で
示
し
、
右
傍
に
（
…
カ
）
と
注
記
す
る
。

一
、
抹
消
部
分

抹
消
部
分

抹
消
部
分

抹
消
部
分

抹
消
部
分

◇
抹
消
部
分
は
読
解
し
な
い
（
含
、
見
せ
消
ち
や
抹
消
文
字
の
横
に
〃
を
付
け
た
場
合
な
ど
）

一
、
氏
名
氏
名
氏
名
氏
名
氏
名
・・・・・
地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
連
記

地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
連
記

地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
連
記

地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
連
記

地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
連
記
に
は
中
黒
（
・
）
を
付
け
区
分
す
る
。

一
、
朱
書
、

朱
書
、

朱
書
、

朱
書
、

朱
書
、
後
筆
、

後
筆
、

後
筆
、

後
筆
、

後
筆
、
付
箋
な
ど

付
箋
な
ど

付
箋
な
ど

付
箋
な
ど

付
箋
な
ど

◇
該
当
部
分
を｢｣

で
囲
み
、
封
紙
ウ
ワ
書
、
端
裏
書
、
端
書
、
裏
書
、
朱
書
、
異
筆
、
後
書
、
付

　
箋
、
張
紙
、
刎
紙
な
ど
と
注
記
し
て
表
記
す
る
。

一
、
花
押
花
押
花
押
花
押
花
押
・・・・・
印
章
な
ど

印
章
な
ど

印
章
な
ど

印
章
な
ど

印
章
な
ど

◇
花
押
が
書
か
れ
て
い
る
場
所
に
花
押
と
記
し
、
印
章
が
押
さ
れ
て
い
る
と
き
は
〈
印
〉
で
表
す
。

一
、
注
釈
注
釈
注
釈
注
釈
注
釈

◇
人
名
、
地
名
、
特
殊
な
用
語
、
現
代
使
用
さ
れ
て
い
な
い
用
語
、
特
殊
な
表
記
な
ど
の
説
明
に

　
は
「
注
ｘ
」
を
付
け
頁
毎
に
脚
注
を
付
け
る
。

◇
長
い
注
記
が
必
要
な
場
合
に
は
、
巻
末
補
注
を
設
け
る
。

◇
西
暦
年
数
、
時
刻
な
ど
簡
単
な
摘
要
は
注
釈
代
わ
り
に
適
宜
ル
ビ
を
付
け
る
。

◇
割
り
注
は
原
文
通
り
に
表
記
す
る
。
　

一
、
出
典
、

出
典
、

出
典
、

出
典
、

出
典
、
参
考
文
献

参
考
文
献

参
考
文
献

参
考
文
献

参
考
文
献

◇
出
典
は
原
則
と
し
て
著
者
と
書
名
を
表
記
し
必
要
に
応
じ
て
頁
数
を
示
す
。
HP
は
URL
を
表
記

　
す
る
。

◇
参
考
文
献
は
巻
末
の
一
覧
表
に
詳
細
を
示
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
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外
国
船
漂
着
沙
汰
書

外
国
船
漂
着
沙
汰
書

外
国
船
漂
着
沙
汰
書

外
国
船
漂
着
沙
汰
書

外
国
船
漂
着
沙
汰
書

覚

一
　
唐
船
洋
中
ニ
見
え
候
ハ
ヽ
　
番
船
注
１

差
出
　
御
国
中
を
通
過
候
ハ
ヽ

ち
ゅ
う
し
ん
あ
る
べ
き

早
速
可
有
注
進
事

附
　
唐
船
他
國
江
茂
通

も
う
さ
ず

不
申
御
国
中
之
磯
江
茂

よ
り
も
う
さ
ず

寄
不
申
　
沖
ニ
漂
候
ハ
バ
　
此

筆
談
差
出
　
唐
人
よ
り
之

返
事
を
取
　
早
速
可
被

差
出
事

か
ぎ
ら
ず

そ
う
じ
て

一
　
右
之
様
成
船
ニ
不
限
　
惣
而

唐
船
御
国
中
ニ
漂
着

*1番船番船番船番船番船＝①海上警備の船。②江戸時代、江戸入港の順番を争った廻船。上方から新綿、新酒、を送るのを競った新
綿番船・新酒番船の略。此処では①の意。
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ち
ゅ
う
し
ん
あ
る
べ
く

候
ハ
ヽ
　
早
速
可
有
注
進
候
　
左
候
て

は
そ
ん
せ
ざ
る

漁
船
を
差
出
　
唐
船
不
破
損

や
う
に
湊
江
漕
入
　
番
船
付
置

唐
船
江
之
出
入
一
切
差
留
可

被
申
事

附
　
唐
船
漂
着
候
テ
茂
　
湊
江

嫌
が
り

漕
入
候
事
い
や
か
り
候
ハ
ヽ

右
之
筆
談
差
出
　
唐
人

よ
り
の
返
事
を
取
　
早
速

可
被
差
出
事

い
か
り

一
　
唐
船
帆
を
も
さ
げ
ず
　
碇
注
１

を
も

い
れ
ず

い
そ
ち
か
く

不
入
候
と
も
　
磯
近
寄
り
候
ハ
ヽ
　
先
湊
へ

つ
か
ま
つ
ら
る
べ
く

漕
入
候
方
便
可
被
仕
候
　
然
と
も

*1 碇碇碇碇碇＝（いかり）原本では木偏に定と書かれている。
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嫌
が
り

漕
入
候
事
を
い
や
か
り
候
ハ
ヽ
　
右
之

筆
談
差
出
　
唐
人
よ
り
の
返
事

さ
し
だ
さ
れ
る
べ
き

を
取
　
早
速
可
被
差
出
事

い
そ
ち
か
く

い
か
り

附
　
磯
近
寄 

帆
を
下
ケ
　
碇
を

入
候
て
茂
　
湊
江
漕
入
候
事
を

嫌
が
り

こ
れ
ま
た

い
や
か
り
候
ハ
ヽ
　
是
又
右
之
筆
談

差
出
　
唐
人
よ
り
之
返
事
を
取

早
速
可
被
差
出
事

一
　
右
之
分
ニ
一
通
り
筆
談
を

は
い
り
も
う
す
べ
し

唐
人
見
候
て
湊
江
入
可
申
様
子
ニ

相
見
え
候
ハ
ヽ
　
漕
船
出
し
候
て
　
漕
入

も
う
さ
る
べ
き

さ
せ
可
被
申
事
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な
る

一
　
筆
談
仕
候
以
後
　
出
船
仕
候
ハ
ヽ
　
可

べ
く

つ
か
ま
つ
ら
る
べ
く

成
ほ
と
は
留
候
て
　
方
便
可
被
仕
候

然
と
も
無
理
ニ
留
候
様
ニ
仕
候
ハ
ヽ

唐
人
け
が
な
と
可
仕
候
条 

兎
角

於
て
は

出
船
仕
ニ
を
い
て
ハ
　
其
ま
ヽ
に
て

出
船
被
申
附
　
其
趣
早
速
可

有
注
進
事

右
之
通
浦
人
共
へ
念
を
入
申
付

さ
て
ま
た

可
被
置
候
　
扨
又
朝
鮮
船
之

儀
者
　
前
々
之
通
相
易
儀
無

之
候
間
　
漂
着
候
ハ
ヽ
　
か
け
留
介
抱

い
よ
い
よ
も
う
し
き
か
せ
お
か
れ
る
べ
く

候
や
う
に 

弥
　
可
被
申
聞
置
候

其
外
南
蛮
船
之
儀
者
　
二
三
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年
已
前
被
仰
出
候
辻
ニ
可
有

さ
そ
う
ろ
う
て

沙
汰
　
左
候
而
　
此
書
付
之
写
　
并

筆
談
を
壱
枚
宛
　
江
崎
・
須
佐
・

さ
し
だ
し
お
か
れ

宇
田
・
木
与
　
此
四
ヶ
浦
へ
被
差
出
置

無
緩
様
ニ
可
有
沙
汰
候
　
以
上

１
６
８
７

貞
享
四

　
八
月
十
日

毛
利毛

市
正
注
１

益
田益

越
中
注
２

毛
利毛

織
部
注
３

草
刈
　
喜
平
次
注
４

殿

*1 *1 *1 *1 *1 毛市正＝毛市正＝毛市正＝毛市正＝毛市正＝一門右田毛利家。元法次男、毛利就直。万吉、主殿、外記、市正、蔵主。
*2 *2 *2 *2 *2 益越中＝益越中＝益越中＝益越中＝益越中＝永代家老須佐益田家。益田元堯五男、就恒。始就真、就祥、就祐、万作、才八、主馬、宇右衛門、与三
左衛門、越中、中称福原。元禄6.8.5卒。65才。

*3 *3 *3 *3 *3 毛織部毛織部毛織部毛織部毛織部＝一門大野毛利家、毛利就詮。初就豊、熊千代、鬼之助、織部佐、阿波。寛永8.2.8～正徳4.4.3。享年
84才。

*4 *4 *4 *4 *4 草刈喜平次＝草刈喜平次＝草刈喜平次＝草刈喜平次＝草刈喜平次＝奥阿武代官（天和２～元禄２）。草刈喜平次継義。
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不
知
何
國
客
欲
何
往
如
欲
往
長
崎
暫
収

　
　
入
山
陰
港
内
以
避
風
濤
此
國
往
々
有
漂

　
　
流
客
我
必
要
大
船
及
小
舟
導
施
入
長
崎

　
　
而
不
取
其
報
償
速
其
随
我
収
入
矣

　
　
　
　
問

　
　
　
　
人
員
幾
個

　
　
　
　
士
商
之
分
如
何

　
　
　
　
船
中
奉
宗
何
等
仏

　
　
　
　
船
中
装
載
何
等
物

　

船
長
濶
注
１
注
１
注
１
注
１
注
１

幾
丈
　　　　　

*1濶濶濶濶濶＝広さ
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不
知
何
國
客
欲
何
往
如
欲
往
長
崎
暫

収
入
山
陰
港
内
以
避
風
濤
此
國
往
々
有

漂
流
之
客
我
必
要
大
船
及
小
舟
導
施

入
長
崎
而
不
取
其
報
償
速
其
随
我
収

入
矣

　
　
　
　
問

　
　
　
　
人
員
幾
個

　
　
　
　
士
商
之
分
如
何

　
　
　
　
船
中
奉
宗
何
等
仏

　
　
　
　
船
中
装
載
何
等
物

　
　
　
　
船
長
濶
幾
丈
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覚

一
　
此
筆
談
弐
枚
筆
談
箱
江
入
置

さ
し
も
ど

最
前
差
出
候
筆
談
を
ハ
可
被

さ
る
べ
く

差
戻
候
事

一
　
右
之
筆
談
唐
船
漂
着
候
て
壱
枚

も
う
し
つ
け
ら
る

差
出
　
唐
人
江
見
せ
候
様
ニ
可
被
申

べ
く付
候
　
同
じ
文
躰
ニ
候
故
弐
枚
一
度
ニ

差
出
物
ニ
而
ハ
無
之
候
　
此
段
念
を
入

も
う
し
つ
け
お
か
れ
る
べ
く

可
被
申
付
置
候
事

一
　
筆
談
弐
枚
差
出
置
候
段
　
唐
船
江
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持
参
候
時
分
　
自
然
注
１
注
１
注
１
注
１
注
１

損
候
か
　
又
ハ

唐
人
手
前
な
と
ニ
取
置
候
か
　
又
ハ
追
々

唐
船
漂
着
候
時
之
た
め
弐
枚
差

出
置
候
事

一
　
右
之
筆
談
之
奥
注
２

な
と
ニ
唐
人
返

答
書
仕
候
て
　
其
侭
差
返
候
様
ニ

も
う
し
つ
け
お
か
れ
る
べ
く

可
被
申
付
置
候
　
別
書
之
返
答

こ
な
た

書
仕
候
ハ
ヽ
　
此
方
よ
り
差
出
候
筆
談
ハ

お
よ
ば
ず

萩
差
出
ニ
不
及
候
事も

う
す
に
お
よ
ば
ず

一
　
右
之
筆
談
他
国
人
ハ
不
及
申
　
御

国
中
之
者
た
り
と
も
其
役
人
之

*1 *1 *1 *1 *1 自然＝自然＝自然＝自然＝自然＝万が一
*2 *2 *2 *2 *2 奥＝奥＝奥＝奥＝奥＝末尾
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か
た
く
ち
ょ
う
じ

外
へ
見
せ
候
事
　
堅
停
止
に
候
　
た
と
へ

役
人
た
り
と
も
写
候
儀
ハ
停
止
候
事

一
　
唐
人
返
答
書
之
趣
　
他
国
人
ハ

も
う
す
に
お
よ
ば
ず

不
及
申
　
御
国
中
之
者
へ
も
一
切

も
う
す
ま
じ
く

知
せ
申
間
敷
通
手
堅
可
被
申

付
置
候
事

一
　
此
覚
書
最
前
差
出
候
書
付
ニ
可

あ
い
そ
え
お
か
れ

被
相
添
置
候
事さ

た
あ
る
べ
く

右
之
辻
を
以
可
有
沙
汰
候
　
已
上

１
６
８
８

貞
享
五
年
注
１

七
月
廿
一
日
　

*1 貞享五年貞享五年貞享五年貞享五年貞享五年＝元禄元年（1688）。この年九月改元。｢唐船打潰し事件｣が須佐で起こったのは、享保11（1726）である
が、この文書によって萩藩ではその38年前に既にこの様な沙汰（指令）を出していた事が判る。
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唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の

唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の

唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の

唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の

唐
船
之
儀
ニ
付
　
江
戸
へ
の

御
注
進
　
并
　
江
戸

御
注
進
　
并
　
江
戸

御
注
進
　
并
　
江
戸

御
注
進
　
并
　
江
戸

御
注
進
　
并
　
江
戸
・・・・・
長
崎
へ

長
崎
へ

長
崎
へ

長
崎
へ

長
崎
へ

被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条

被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条

被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条

被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条

被
差
越
候
衆
よ
り
御
問
ヶ
条

御
届
書
相
成
候
写

御
届
書
相
成
候
写

御
届
書
相
成
候
写

御
届
書
相
成
候
写

御
届
書
相
成
候
写
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あ
い
か
ん
が
え
が
た
く

此
段
乗
組
唐
人
何
程
有
之
候
哉
　
難
相
考

つ
か
ま
つ
ら
る
べ
く

奉
存
候
由
　
御
答
可
被
仕
候
事

お
よ
そ

一
　
唐
船
乗
組
之
唐
人
凡
何
程
可

有
之
哉
之
段
　
御
尋
被
成
候
ハ
ヽ
三
四
拾
人

つ
か
ま
つ
る
べ
き
や

程
者
相
見
候
由
御
答
可
仕
哉
之
事

た
る
べ
く

此
段
可
為
本
書
之
通
候
事

一
　
唐
船
舟
印
ニ
書
付
　
其
外
船
ニ
書
付

い
ず
れ

な
と
有
之
　
何
連
之
船
と
申
分
り

あ
い
み
え
ず
や

共
者
不
相
見
哉
と
御
尋
之
節
　
書
付

候
も
の
一
圓
見
当
り
不
申
と
御
答
可

仕
哉
之
事

た
て
よ
こ
け
ん
す
う

た
る
べ
く

此
段
船
之
竪
横
間
数
之
儀
者
　
可
為
本
書

之
通
候
事

但
水
際
よ
り
高
サ
之
儀
者
三
四
間
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ば
か
り
も

計
茂
可
有
之
哉
之
由
御
答

つ
か
ま
つ
ら
る
べ
く

可
被
仕
候
事

お
よ
そ

一
　
唐
船
竪
横
凡
之
間
数
い
か
程
有
之

候
哉
と
御
尋
候
節
　
長
サ
弐
拾
二
三
間

程
　
横
六
七
間
程
と
相
見
候
間

其
通
ニ
御
答
可
仕
哉
之
事

付
　
船
之
高
サ
水
際
よ
り
と
も
・

へ
さ
き
四
間
余
　
中
程
三
間

程
有
之
候
様
ニ
相
見
候
　
御
尋

有
之
候
ハ
ヽ
　
右
之
通
御
答
可

仕
哉
之
事

此
段
飛
込
候
唐
人
有
之
候
哉
　
打
払
之
方

け
っ
し
て

よ
り
者
不
相
見
候
　
決
而
無
之
と
は
不

得
申
候
由
御
答
可
被
仕
候
事

一
　
唐
船
焼
失
之
節
　
海
江
唐
人
飛
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入
候
分
者
無
之
候
哉
と
御
尋
之
節
者

如
何
御
答
可
仕
哉
之
事

た
る
べ
く

此
段
可
為
本
書
之
通
候
事

但
死
骸
其
外
之
儀 

あ
て
候
へ
而 

見

あ
い
し
れ
も
う
さ
ず

申
候
へ
共 

一
圓
相
知
不
申
候
　
此
所

べ
っ
し
て

深
き

ひ
と
し
お

別
而
ふ
か
き
所
ニ
て
御
座
候
故
　
一
入

あ
い
し
り
が
た
く

つ
か

難
相
知
御
座
候
由
御
答
可

ま
つ
ら
る
べ
く

被
仕
候
事

一
　
唐
船
焼
亡
以
後
　
其
所
何
あ
て
候
へ
　
唐
人

あ
げ
も
う
さ
ず

死
骸
其
外
へ
至
ル
迄 

揚
不
申
候
哉

之
段
御
尋
之
節
　
海
中
あ
て
候
而あい

み
え
ず

潜
　
注
１

仕
候
へ
共
　
い
つ
れ
も
不
相
見
候
由

お
っ
て

ご
ざ

追
而
出
申
候
ハ
ヽ
跡
よ
り
申
上
候
て
可
有

あ
る
べ
く

つ
か
ま
つ
る
べ
き
や

御
座
と
御
答
可
仕
哉
之
事

＊１ □＝さんずい偏に矣。字義は水涯（水際）。ここでは水際を潜ったという意味か。



20

此
段
御
尋
茂
有
之
候
ハ
ヽ
　
唐
人
兎
角
難
遁

ぞ
ん
じ
そ
う
ろ
う
て
か

お
の
お
の

存
候
而
歟
　
火
を
懸
候
様
ニ
相
見
候
由
　
各

み
お
よ
び
の
と
こ
ろ

つ
か
ま
つ
ら
る
べ
く

及
見
之
所
御
答
可
被
仕
候
　
勿
論
御
尋

こ
れ
よ
り

お
よ
ば
ず

無
之
候
ハ
ヽ
　
自
是
起
り
候
て
申
に
者
不
及

候
事

一
　
唐
舟
出
火
之
儀
　
帆
柱
之
脇
よ
り
及

出
火
候
　
尤
唐
人
よ
り
火
を
に
も
付

候
段
い
つ
連
も
及
見
候
間
　
御
尋
候
者

(

後
欠)


